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津山圏域衛生処理組合汚泥生再生処理センター周辺環境整備事業等実施要綱 

昭和６２年４月１日 

津山圏域衛生処理組合告示第１号 

改正 平成２９年２月９日告示第４号 

改正 平成３１年４月１日告示第１号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は，津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター（以下「処理センター」

という。）の建設及び運営を円滑に推進し,周辺地域との協調を図るために行う周辺環境整

備事業（以下「事業」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の種類，事業主体，対象地域及び内容） 

第２条 この告示による事業の種類，事業主体，対象地域及び内容は別表のとおりとする。 

 （交付申請） 

第３条 前条に掲げる津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺環境整備事業補助金

（以下「補助金」という。）の交付を受けようとする者は，次に掲げる書類を添えて補助金

交付申請書（様式第１号）を津山圏域衛生処理組合管理者（以下「管理者」という。）に提

出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ その他管理者が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第４条 管理者は，前条の規定による申請があった場合は，その内容を審査し補助金の交付

を決定したときは，当該申請者に対し，補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知

するものとする。 

２ 管理者は，補助金の交付を決定する場合において，必要があるときは補助金交付申請に

係る事項に修正及び条件を付すことができるものとする。 

 （状況報告及び調査） 

第５条 管理者は，補助事業が適正に行われているかどうかを知るために，必要があると認

めるときは，決定通知を受けた者から状況報告を徴し，又は補助事業に係る関係書類その

他必要な物件を調査することができるものとし，前条の規定による決定通知（以下「決定

通知」という。）を受けた者はこれに協力しなければならない。 

 （実績報告） 
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第６条 決定通知を受けた者は，当該補助事業が完了したときは速やかに次に掲げる書類を

管理者に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業実績報告書及び収支決算書 

 ⑵ その他管理者が必要と認める書類 

 （請求及び支払） 

第７条 決定通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは，前条の規定による書類

を提出した後，請求書を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は，前項の請求に係る補助事業が適正に行われたことを確認のうえ，補助金を支

払うものとする。ただし，補助金交付の目的を達成するため特に必要があると認めるとき

は，補助金の概算払又は前金払をすることができる。 

 （補助金の取消又は返還） 

第８条 管理者は，補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には，補

助金の交付決定を取り消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるもの

とする。ただし，管理者がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 

 ⑴ 虚偽その他不正の手段により，交付を受けようとし又は受けたことが明らかになっ 

たとき 

 ⑵ 補助金を他の用途に使用したとき 

 ⑶ その他補助金の交付決定内容，これに付した条件，その他法令又はこの告示の規定 

に違反したとき 

 （その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか，津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺環

境整備事業の実施に関し必要な事項は管理者が別に定めるものとし，補助金の交付に関し

必要な事項は津山市補助金等交付規則（昭和４２年津山市規則第１３号）の定めを準用す

るものとする。 

   付  則 

 この告示は，公布の日から施行し，昭和６２年４月１日から適用する。 

   付  則（平成２９年２月９日津山圏域衛生処理組合告示第４号） 

 この告示は，公示の日から施行し，平成３３年３月３１日限り，その効力を失う。 

付  則（平成３１年４月１日津山圏域衛生処理組合告示第１号） 

この告示は，公示の日から施行し，平成３３年３月３１日限り，その効力を失う。 
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別表（第２条関係） 

種類 津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理セ

ンター周辺環境整備事業 

津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理セ

ンター周辺環境整備事業補助金 

事業主体 津山圏域衛生処理組合 太田町内会又は川崎町内会 

対象地域 太田町内会地内又は川崎町内会地内に

おいて実施するものとする。ただし，

管理者が認める場合はこの限りでな

い。 

太田町内会地内又は川崎町内会地内に

おいて実施するものとする。 

内容 処理センター周辺の環境整備を行う。 処理センター周辺の環境整備に要する

経費について，津山圏域衛生処理組合

が予算の範囲内で補助する。 
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様式第１号(第３条関係） 

 

補  助  金  交  付  申  請  書 

 

平成  年  月  日 

 

津 山 圏 域 衛 生 処 理 組 合 

管 理 者  津  山  市  長  殿 

 

住 所 

（名 称） 

氏 名               印 

（代表者名） 

 

 

 

津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺環境整備事業等実施要綱第３条の規

定により補助金の交付を願いたいから，次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

                  記 

 

 

１．申 請 額                         円 
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様式第２号(第４条関係） 

                             津 圏 衛 処 第   号 

平成  年  月  日 

 

住 所 

（名 称） 

氏 名 

（代表者名） 

 

 

 

平成  年  月  日付申請のあった津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター周辺

環境整備事業補助金については，次のとおり（条件を付し）交付します。 

 

 

津 山 圏 域 衛 生 処 理 組 合 

                       管 理 者  津 山 市 長  印 

 

 

                   記 

 

 

１．補助金額                       円 

 

２．条  件 


